
浦添市電波障害防止建築指導要綱 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、中高層建築物が建築されることにより発生する電波障害の 

 防止に対する一定の基準を定め、市民の良好な生活環境の保全を図ることを目

的とする。 

 （対象範囲） 

第２条 この要綱は、次に揚げる各号のいずれかに該当する建築物および工作物

（以下「中高層建築物」という。）に適用する。 

  (1) 高さが 10 メートル以上のもの。 

  (2) 前号に規定するものの外、良好な電波の受信を著しく悪化させるおそ

れがあるもの。 

 （電波障害の防止） 

第３条 中高層建築物を建築する建築主、管理者、占有者（以下「建築主等」と

いう。）は当該建築物により電波障害が生じるおそれのあるときは、あらかじ

めその影響が予想される区域の受信状況を調査する等、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

2 建築主等は中高層建築物の建築により電波障害が生じたときは、障害を受けた 

 区域に対して電波が良好に受信できるような必要な措置を講じるとともに、そ

の維持管理に必要な事項について、関係者ととりきめるものとする。 

3 前項において電波障害を受ける範囲は電波障害調査専門業者、または日本放送

協会（NHK）の調査結果にもとづく影響範囲を基準とする。 

 （近隣居住者への説明） 

第４条 建築主等は中高層建築物の建築確認申請書、または計画通知書（以下「建

築確認申請者等」という。）を建築主事に提出する前に電波障害の被害をうけ

るおそれのある建築物の所有者、管理者、または居住者（以下「所有者」とい

う。）の見易い場所に標識（第１号様式）を設置し所有者等に当該建築物の計

画について十分な説明を行わなければならない。 

2 標識の設置は、中高層建築物の届出をする日の 20 日前から建築主が設置市建

築基準法による確認済の表示をする日までとする。 

 （計画建築物の届出） 

第５条 中高層建築物の建築主は、建築確認申請等を提出する前に計画建築物の

届出書（第２号様式）に次の各号に揚げる図書を添付し市長に届出なければな

らない。 

 (1) 予定建築物の見取図、配置図、各階平面図、基準断面図２面 

 (2) 説明会の開催日、出席者、説明の主な内容、同意書（第３号様式）ま



たは同意が得られない理由等を記載した書面。 

 (3) 事前公開の標識を設置したことを証する写真 

  (4) その他、市長が特に必要と認めた書類 

（誓約書の提出） 

第６条 建築主等は中高層建築物の確認の申請書を建築主事に提出する際に、仮

に建築確認後紛争が生じた場合は、建築主等の責任において当該紛争を解決す

る旨の誓約書（第４号様式）を市長に提出するものとする。 

 （調整員） 

第７条 市長は電波障害防止についての紛争問題を迅足、かつ円満に解決するた

めに調整員を置くことができる。 

 （要綱実施上の行政措置） 

第８条 市長はこの要綱の実地に関し必要がある場合には行政上の措置をとる

ことができる。 

  附 則 

 （施行期日） 

   この要綱は、昭和 58年 5月 1日から実施する。 


